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   障害者就業･生活支援センター 
 

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある

方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、

就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の

一体的な支援を行います。 

           

                        

 

 

 

 

ハローワーク 
 

各ハローワークでは、専門の相談員を配置して、障害のある方や 

コミュニケーションに不安をお持ちの方の相談やお仕事の紹介を行っています。 

岡山･津山･倉敷中央の各ハローワークには、専門の窓口も設置しています。 

医療機関 
 

身体の障害、主治医の意見書、

発達障害など医学的な診断を

行います。 

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 
 

身体･知的･高次脳機能･精神･発達障害のある方に対して、「職業評価」「職業

訓練」「職業指導」など、個々の特性･能力に応じた職業リハビリテーション

サービス(職業訓練)を行っています。 

身体障害者対象 

 機械CADコース、電気・電子技術・CADコース、会計ビジネスコース、 

 OAビジネスコース、システム設計・管理コース、ＩＴビジネスコース 

知的障害者対象 

 事務・販売・物流ワークコース、厨房･生活支援サービスワークコース 

高次脳機能障害･発達障害･精神障害者対象 

 オフィスワークコース、物流･組立ワークコース 

 サービスワークコース 

岡山障害者職業センター 
 

障害のある方や、障害について不安のある方に 

対しての相談や援助を行っています。 

 

 ○職業相談 就職、復職、職場適応等に関する相談を行っています。 

 ○職業評価 就職の希望などを把握したうえで職業能力の評価を行い、 

       職場に適応するために必要な支援計画を策定します。 

 ○職業指導 円滑な就職活動、適切な職業選択の実施、職場で安定し 

       て働けるように助言を行います。 

 ○職業準備支援 

       基本的な労働習慣の体得、職業に関する知識の習得など、 

       模擬的な就労場面での作業支援や職業講習を実施してい 

       ます。 

      （発達障害者就労支援カリキュラム) 

       発達障害のある方に対して、対人コミュニケーショント 

       レ－ニングやストレス対処法など問題解決により構成さ 

       れてるカリキュラムを実施しています。（約3カ月）         

 ○ジョブコーチ支援 

       就職や実習などの際、職場への適応に課題がある方を対 

       象に、勤務先へジョブコーチを派遣して援助を行います。 

  

児童相談所 
18歳未満の子どもたちが、健やかに育つよう相談・支援を行います。 

●子ども本人、家庭や学校などからのさまざまな相談に応じます。 

●子どもの社会学的･心理学的･医学的診断、指導など。 

 

 

 

  学 校 

ハローワークを通じて就職された場合、会社(事業所)に対して 

助成金が支給される制度があります。 

また、従業員数45.5人以上の会社(事業所)には、規模に応じて 

1人以上の障害者の雇用が義務付けられています。 

就労支援ナビゲーター 

（ハローワーク岡山内） 
 

コミュニケーションに悩みをお

持ちの方に、マンツーマンでご

相談に応じています。 

各関係機関への紹介･誘導も行っ

ています。 

連 携 

紹介 

障害者手帳 1～６級 

療育手帳 A・Ｂ    

精神保健福祉手帳    

医師の診断書 

(そううつ･てんかん･統合失調症) 

発達障害のある方 
コミュニケーションをとることが苦手な方 

強いこだわりがある方 

あなた 

  あなたの就職に向けてのお手伝いを、各施設が連携を取りながら行います。 
     ご不明な点は、各ハローワークまでお問い合わせください。 

     （中･高生の方は学校を通じてお問い合わせください。） 

更生相談所 
18歳以上の身体･知的障害のある方の社会参加と自立を図るため 

●補装具、自立支援医療の判定や療育手帳の判定。 

●医学的･心理学的･職能的判定および専門的技術的援助、指導。 

岡山県精神保健福祉センター･岡山市こころの健康センター 
心の健康に関する悩みを持つ本人・家族の方を対象に、電話および面

接による相談を実施しています。 

本人・家族のニーズに対し、関係機関と協力して支援を行います。 

発達障害者支援センター 
発達障害のある方、またその疑いのある方とご家族に対する相談･ 

支援を、医療･保健･教育･福祉･労働等の支援機関と協働しながら 

行っています。 

会社(就職) 就労継続支援A型事業所 

 

一般企業等での就労が困

難な障害のある方に、働

く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のた

めの訓練を行います。雇

用契約を結び、最低賃金

が適用されます。 

 

就労継続支援B型事業所 

 

一般企業等での就労が困

難な障害のある方に、働

く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のた

めの訓練を行います。雇

用契約は結ばず、工賃が

支払われます。 

就労移行支援事業所 

 

一般企業等での就労を希

望されている障害のある

方に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力の向

上のための訓練を行いま

す。 

 

    一般就労への移行を目指します。 

おかやま若者サポートステーション 
若年無業者等（原則として、15歳から概ね40歳未満の仕事にも学校にも行っ

ていない方）の就労支援を行っています。本人と面談し、各種支援プログラム

に参加してもらい職業的自立を目指します。 

難病相談・支援センター 
難病疾患をお持ちの方、また家族の方からの療養上の悩みや不安、就

労等に関する相談等を実施しています。 

本人・家族のニーズに対し、関係機関と協力して支援を行います。 
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